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自動車運送事業の2024年問題とは
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１．自動車運転者の担い手の減少

２．自動車運転者の働き方改革の完全実施

○2024年（令和6年）4月から適用される
・残業時間960時間規制の完全実施
・「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の改正
による拘束時間の減少（バスの運転時間の限度は変わらない）

○拘束時間の減少＝運送可能な時間の減少
・運送事業者が提供できる輸送力（ダイヤ・稼働車両）の減少
・運送事業が現行ダイヤ・稼働車両数を維持するためには運転者の増員は必須
・乗務手当が給与に占める割合が大きい場合は、運転者にとって給与の減少となる
（離職の要因）ため、運転者を確保し続けるためには原資が必要

○事業用自動車運転者の減少（退職者の増加・新規就労者の減少）
○現在進行形で進んでおり、2024年から新たに始まる問題ではない

何もしなければ公共交通の維持が困難に



自動車運送事業の人材の現状

0.97 
1.11 

1.23 
1.39 

1.54 1.62 1.55 

1.10 1.16 
1.31 

1.69 
1.93 

2.11 

2.42 

2.81 
3.01 3.05 

2.09 2.10 

2.38 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

有効求人倍率

職業計 自動車運転の職業

厚生労働省まとめ「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」3表-1・21表より
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総務省まとめ「労働力調査」2022年集計より（就業者の割合であり運転者の割合とは異なる）
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自動車運送事業の人材の現状
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警察庁「運転免許統計」より
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働き方改革の推進

・ 働き方改革関連法の完全施行により、令和６年４月以降、自動車運転者の
時間外労働は年９６０時間までとなります。また、自動車運転者の労
働時間等の基準も同時に改正されます。

改善基準告示（バス運転者）の主な改正ポイント

１年の拘束時間 原則３，３８０時間（最大３，４８４時間）→ 原則３，３００時間（最大３，４００時間）
１ヶ月の拘束時間 原則２８１時間（最大３０９時間） → 原則２８１時間（最大２９４時間）
１日の休息期間 継続８時間以上 → 継続１１時間を基本とし、継続９時間
１日の拘束時間 １３時間以内を基本とし、延長する場合であっても１６時間まで

（１５時間を超える回数は１週間に２回まで）
→ １３時間以内を基本とし、延長する場合であっても１５時間まで

（１４時間を超える回数は１週間に３回まで）
運転時間の限度は変更なし
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改善基準告示（タクシー運転者）の主な改正ポイント

１ヶ月の拘束時間（日勤） ２９９時間 → ２８８時間
１日の休息期間 継続８時間以上 → 継続１１時間を基本とし、継続９時間
1日の拘束時間はバスと同じ



働き方改革の推進
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４週間を平均した１週間あたりの拘束時間 ６５時間（６５時間×５２週＝年間３３８０時間）
１日の拘束時間 １３時間以内を基本とし、延長する場合であっても１６時間まで

（１５時間を超える回数は１週間に２回まで）
１日の休息期間 継続８時間以上
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４週間を平均した１週間あたりの拘束時間 ６５時間、年間３３００時間
１日の拘束時間 １３時間以内を基本とし、延長する場合であっても１５時間まで

（１４時間を超える回数は１週間に３回まで）
１日の休息期間 継続１１時間以上を原則とし、９時間を下回らない

基準上の最大限を示したものであり、実際とは異なります
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働き方改革の推進

現在のバス運転者の1年の最大限の拘束時間（例）
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４週間を平均した１週間あたりの拘束時間 ６５時間（６５時間×５２週＝年間３３８０時間）
１日の拘束時間 １３時間以内を基本とし、延長する場合であっても１６時間まで

（１５時間を超える回数は１週間に２回まで）
１日の休息期間 継続８時間以上

４週間を平均した１週間あたりの拘束時間 ６５時間、年間３３００時間
１日の拘束時間 １３時間以内を基本とし、延長する場合であっても１５時間まで

（１４時間を超える回数は１週間に３回まで）
１日の休息期間 継続１１時間以上を原則とし、９時間を下回らない
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働き方改革の推進
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１ヶ月の拘束時間 ２９９時間
１日の拘束時間 １３時間以内を基本とし、延長する場合であっても１６時間まで

（１５時間を超える回数は１週間に２回まで）
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今後のタクシー運転者の1日の最大限の勤務時間（例）
１ヶ月の拘束時間 ２８８時間
１日の拘束時間 １３時間以内を基本とし、延長する場合であっても１５時間まで

（１４時間を超える回数は１週間に３回まで）
１日の休息期間 継続１１時間以上を原則とし、９時間を下回らない

基準上の最大限を示したものであり、実際とは異なります



働き方改革の推進（バス運転者）
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働き方改革の推進（タクシー運転者）
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